
別紙１ 

委  託  仕  様  書 

 

１． 件  名 

 小中学校既設 PC ネットワーク設定変更作業委託仕様書 

 

２． 基本要件 

 小中学校既設 PC ネットワーク設定変更作業 

 

３． 実施場所 

・〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目１－１ 奈良市役所 

  ・別紙 2「設置場所一覧」のとおり 

 

４． 作業内容 

【スケジュールの調整】 

・スケジュールの作成・調整を行うこと。なお、設置場所での作業については、各小中学校と連

絡調整を行い、7/21～8/24 の間（閉校日を除く）で実施できるようにすること。 

 

【機器設定変更作業】 

・現在 LGWAN 接続系のネットワークに接続している端末（パソコン 60 台）について、市が指

定するインターネット系のネットワークに接続できるよう再セットアップを行うこと。60 台に

ついては、予備端末を含む。なお、端末名等については本市が指定する。 

 ※作業は現地（各小中学校）で行うのではなく、奈良市役所内で設定変更を実施した後、その

端末を現地に持っていくことを想定している。 

・60 台のうち 30 台については既に奈良市役所内にある端末で設定変更作業を行うこと。またそ

れらを 30 校それぞれへ設置する際に入れ替える形で既存端末 30 台を回収し、それらの設定変

更作業を順次行うこと。 

・マスターを作成する場合の OSは、Windows11 で作成すること。なお、OS のバージョンにつ

いては本市が指定する。 

・インターネット系を作成する際は、本市が指定するソフトウェアのインストールを実施するこ

と。 

※・本市が指定するブラウザソフト 

・Adobe Acrobat Reader※１ 

・一太郎Viewer 最新版 

・Lhaplus（圧縮・解凍ソフト） 

・暗号化ソフト 



※ファイルやフォルダにパスワード設定が実施できる機能を備えていること 

・SmartOn ID※２ 

・SKYSEA※２ 

・Trend Micro Apex One※２ 

・VMwareHorizonClient※２ 

・本市指定のプリンタドライバ 

・カードリーダー（Felica）のドライバ※２ 

※1 バージョンについては、別途本市から指示する。 

※2 媒体は本市が用意する。 

・機器識別のため、本市が指定するシールを各機器本体に貼付すること。シールの作成方法は本

市の指示に従い、必要となる具材、機器は受注者で用意すること。 

・各端末の配線を行う必要がある際に、床にケーブルがむき出しの状態にならないように、配線

をモールで覆う作業をすること。配線に必要な LAN ケーブル、HUB、OA タップ、モール等

は本市が用意する。 

 

  【機器設置作業】 

・設定変更が完了した端末を、別紙 2「設置場所一覧」に記載の各小中学校に設置すること。ま

た、配線も含め、現地で稼働確認を行うこと。 

・各小中学校と調整し、端末を各小中学校にあるプリンタと USB 接続して問題なく印刷ができ

ることを確認すること。なお、原則 USB ケーブルは各小中学校の既存のものを利用するが、

ない場合は本市が用意したものを利用すること。 

・各小中学校に設置されているスイッチにおいて、ポートに接続されている LAN ケーブルを本

市が指定するポートに付け替えること。なお、各小中学校のスイッチの設置場所については、

落札事業者に図面の提供を行う。 

 ・学校への出入りと現地作業については特に安全面の注意を払うこと。 

 

 【成果物作成】 

 ・作業実績を提出すること。様式は任意とするが、作業後のスイッチの写真は必須とする。 

 

【その他】 

・入札後、スケジュールの調整、端末機器の設定作業、設置作業の期間中、本市が求める場合は

随時打ち合わせを実施すること。打合せはオンライン会議も可とする。 

・設定作業、設置作業期間内は作業場所を用意するが、期間中に作業場所を変更する場合がある。 

・作業場所（奈良市役所）の使用時間は原則平日8時30分から17時15分までとし、その他時間帯 

の使用が必要となる場合は事前に本市担当者に申請し承諾を得ること。 

・作業者リスト、乗り入れ車両リスト等を1週間程度前に本市担当者へ提出し、承認を得ること。

特に業務時間外の作業及び各小中学校への入構が必要な場合は、それぞれの施設管理者にも事



前の届出が必要であることから、遺漏が無いよう注意すること。トラックを使用する場合は駐

停車するスペースを考慮し2ｔ以下とすること。本市施設内に駐停車する場合は本市担当者の

指示に従うこと。 

・本仕様書に記載がない事項、仕様等について疑義が生じた場合は、双方協議して解決するもの

とする。 

 

以 上 


